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(57)【要約】
【課題】ペットが開口部をくぐり抜けようとしていると
きに引戸を開動させてもペットに怪我をさせないような
構成を提供する。
【解決手段】ペットが通行可能な開口部を有する引戸１
において、該開口部は幅方向においては引戸の閉じ側の
木口１ａに開口し且つ高さ方向においては引戸の下端と
の間に残存部１ｃを有する位置に形成される。好適な実
施形態によれば、開口部の上端に設けられる回転体１８
に閉塞体１６が回転可能に吊下され、その下端が磁石お
よび磁着部材を介して開口部の下端に磁着されることに
より開口部が閉塞された状態に維持することができる。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ペットが通行可能な開口部を有する引戸において、該開口部は幅方向においては引戸の閉
じ側の木口に開口し且つ高さ方向においては引戸の下端との間に残存部を有する位置に形
成されることを特徴とする引戸。
【請求項２】
さらに、開口部の上端に設けられる回転体に吊下されて回転可能に設けられる閉塞体と、
該閉塞体で開口部を実質的に閉塞する状態を保持する閉塞状態保持手段とを備えることを
特徴とする請求項１記載の引戸。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、引戸に関し、特にペットが通行可能な開口部を有する引戸に関する。
【背景技術】
【０００２】
犬や猫などの小動物を室内飼育する人が増加している状況に適合するため、これらペット
が出入りできる開口部を有する引戸が提案されるに至っている（特許文献１～３）。これ
ら従来技術は、いずれも、壁８に設けた開口枠９に対して開閉可能に設置される引戸３１
の下部の幅範囲内に開口部３２を形成し、且つ、この開口部３２にくぐり戸（フラップ）
３３を開閉可能に設けて、引戸３１を閉じた状態であってもくぐり戸３３を押し開いて開
口部３２を通り抜けることができるように構成されている（図７（ａ））。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開昭６３－２２６４９２号公報
【特許文献２】実用新案登録第２５３８１３８号公報
【特許文献３】実願平１－１２５９５号（実開平２－１０３４９４号）のマイクロフィル
ム
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
ところが、このような従来技術による引戸３１の場合、ペットが開口部３２をくぐり抜け
ようとしているときに引戸３１を開動すると、開口部３２を通過中のペットが引戸３１に
引きずられたり、開口部３２の左側枠３２ａと開口枠９の右縦枠９ｂとの間に挟まれてし
まって怪我をすることがあった（図７（ｂ））。
【０００５】
したがって、本発明が解決しようとする課題は、ペットが開口部をくぐり抜けようとして
いるときに引戸を開動させてもペットに怪我をさせないような構成を提供することである
。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
この課題を解決するため、請求項１に係る本発明は、ペットが通行可能な開口部を有する
引戸において、該開口部は幅方向においては引戸の閉じ側の木口に開口し且つ高さ方向に
おいては引戸の下端との間に残存部を有する位置に形成されることを特徴とする。
【０００７】
請求項２に係る本発明は、請求項１記載の引戸において、さらに、開口部の上端に設けら
れる回転体に吊下されて回転可能に設けられる閉塞体と、該閉塞体で開口部を実質的に閉
塞する状態を保持する閉塞状態保持手段とを備えることを特徴とする。
【０００８】
（削除）
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【発明の効果】
【０００９】
請求項１に係る本発明によれば、幅方向においては引戸の閉じ側の木口に開口し且つ高さ
方向においては引戸の下端との間に残存部を有する位置に、ペットが通行可能な開口部が
形成されているので、引戸を閉じた状態であっても開口部をペットがくぐり抜けることが
できるだけでなく、ペットが開口部をくぐり抜けようとしているときに引戸を開動させて
もペットは引戸開動方向とは逆方向に開口部の開口側からスムーズに抜け出すことができ
るので、引戸に引きずられたり、縦枠の間に挟まれることがなく、ペットに怪我をさせる
ことがない。
【００１０】
この開口部は、引戸の下端との間に残存部を有するように形成されるので、この残存部に
おいて引戸の下端に戸車を設置したり、ガイドピン走行用の溝を形成することができ、引
戸走行機構の設置に支障となることがない。また、このような引戸走行機構を設置しても
、所要の強度を確保することができる。
【００１１】
請求項２に係る本発明によれば、開口部を閉塞可能な閉塞体を回転可能に設けることによ
りペットの通行を妨げないようにすると共に、常態においては開口部を閉塞体で閉塞する
状態にロックすることができるので、美観を損なうことがない。
【００１２】
（削除）
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一実施形態（実施例１）による引戸の正面図（ａ）、同図Ａ－Ａ部分拡
大図（ｂ）および同図Ｂ－Ｂ断面図（ｃ）である。
【図２】図１の引戸の閉止状態施工正面図（ａ）および開放状態施工正面図（ｂ）である
。
【図３】本発明の他実施形態（実施例２）による引戸の正面図（ａ）、同図Ａ－Ａ部分拡
大図（ｂ）および同図Ｂ－Ｂ断面図（ｃ）である。
【図４】図３の引戸におけるペット用くぐり戸およびそれに関連する構成を示す正面図（
ａ）および開口側の側面図（ｂ）である。
【図５】この引戸に採用されているロック機構の非ロック時（ａ）およびロック時（ｂ）
の各状態を示す部分正面図である。
【図６】本発明の他実施形態（実施例３）による引戸の閉止状態施工正面図である。
【図７】従来技術による引戸の閉止状態施工正面図（ａ）および途中まで開放した状態の
施工正面図（ｂ）である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
以下に本発明の幾つかの実施形態について詳述するが、本発明はこれら実施形態に限定さ
れるものではなく、特許請求の範囲の記載によって定義される発明の範囲内において様々
な変形・変更が許容されることは言うまでもない。
【実施例１】
【００１５】
図１を参照して、この実施例による引戸１はフラッシュ構造からなる扉であり、ペットが
通行可能な開口部３を有する。引戸１の寸法は限定的ではないが、一般に、高さ１９９０
～２２００ｍｍ、幅５５０～９００ｍｍ、厚み２０～４０ｍｍであり、この実施例では、
高さ１９９２ｍｍ、幅８０８ｍｍ、厚み３３ｍｍである。引戸１は、図示省略の戸車やレ
ールなどからなる公知の走行機構を介して引手２が設けられる側の木口１ａを閉じ側とし
て、閉止状態（図２（ａ））と開放状態（図２（ｂ））との間を開閉可能ないし走行可能
とされている。
【００１６】
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開口部３の形状は特に限定されるものではなく、正面視にて正方形状、長方形状、半円形
状、半楕円形状など任意であるが、引手２が設けられる側（閉じ側）の木口１ａに開口す
るように形成されることが必須であり、この実施例では木口１ａに開口するように形成さ
れた長方形状（コ字形状）の切り欠きからなる開口部３としている。開口部３の大きさは
、この引戸１が設置される家屋ないし室内で飼育するペットの種類によって異なるものと
することができるが、正面視正方形状または長方形状の開口部の場合は、一般に、高さ３
００～５５０ｍｍ、幅３００～４００ｍｍ程度であり、且つ、引戸１の強度を保持するた
めに、開口部３の幅は引戸１の幅の１／２未満とすることが好ましい。この実施例では、
高さ３３３ｍｍ、幅２４０ｍｍを有する長方形状の開口部３が引戸１の厚み方向に貫通し
て形成されている。
【００１７】
開口部３が形成される高さ位置は、同様にペットの種類によって異なるものとすることが
できるが、ペットが通過しやすい高さ位置に形成する必要があるため、一般に、引戸１の
下端（すなわち略床面）から２００ｍｍを越えない高さ位置に形成することが好ましい。
また、開口部３の下方において引戸１の下端に戸車が設けられる場合があることを考慮す
ると、この高さ位置が過小であると該戸車で引戸１の荷重を支えることが困難になるので
、開口部３の下方に残される残存部１ｃの高さを５０ｍｍ以上とすることが好ましい。し
たがって、開口部３の引戸１下端からの高さ位置（残存部１ｃの高さ）は好ましくは５０
～２００ｍｍである。このような高さ位置に開口部３が形成されることにより、開口部の
下方の残存部１ｃにおいて引戸１の下端に戸車や溝などの引戸走行機構をスムーズに設置
することができ、且つ、強度を確保できる。この実施例では、引戸１下端との間に高さ９
５ｍｍの残存部１ｃを残して形成されている。
【００１８】
既述したようにこの実施例の引戸１はフラッシュ構造を有するものであるから、四周木口
に芯材（図示せず）を配して芯組してなる芯組体（図示せず）の両側面にそれぞれ表面材
４，４を貼着固定した構造を有するが、開口部３が開口する木口１ａにおいてはその高さ
に相当する分だけ芯材をカットすると共に、開口部３の内周木口に臨む箇所に別途芯材５
を配して、開口部３の形状に応じた枠形状（この実施例ではコ字形状）に枠組みされてい
る。開口部３の周縁に芯材５を配することにより、開口部３を形成したことによる引戸１
の強度低下を補い、特に開口部３の下方の残存部１ｃの強度を補填することができる。
【００１９】
開口部３の内周木口は縁材６で覆われており、この縁材６の外周面に形成した凹部７に、
芯材５およびその両側面の表面材４，４を嵌合収容してタッカー、ビス、接着剤など（図
示せず）を用いて固定される。縁材６は木製や樹脂成型品などであり、その両側面には表
面材４，４と同様の化粧、任意化粧シートによる化粧、塗装による化粧などが施される。
縁材６をクッション製のある材料で形成しても良い。なお、引戸１の木口１ａに縁材６の
端部が露出することになるので、これを隠蔽する隠蔽部材（実施例２の隠蔽部材１４と略
同様のもの）を貼着したり、あるいは、木口１ａに木口被覆材が設けられる場合は該木口
被覆材を縁材６の露出端部をも被覆するように延長して設けることにより、縁材６の露出
端部を隠蔽することが好ましい。
【００２０】
図２はこの引戸１を室内の壁８に設けた開口枠９に対して開閉可能に設置した状態を示す
。この引戸１にはペットが通行可能な開口部３が設けられているので、引戸１を完全に閉
めた状態（図２（ａ））であっても、開口部３を通ってペットが室内外を行き来すること
ができる。さらに、開口部３は引手２側の木口１ａに開口するように形成されているので
、引戸１を閉めた状態でペットが開口部３を通ろうとしているときに引戸１を開いた場合
であっても、ペットは開口部３の閉じ側木口１ａ側の開口端から容易に抜け出ることがで
きるので、ペットに怪我をさせずに済む。
【実施例２】
【００２１】
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図３および図４に示す実施例２による引戸１０は、実施例１の引戸１の開口部３にペット
用のくぐり戸１１を設けた構成であり、その他の部分・部材・要素は実施例１の引戸１と
実質的に同じであるので、それらについては図３および図４に同一の符号を付して説明を
省略する。以下、この実施例の引戸１０において実施例１の引戸１とは異なっている構成
および作用について詳述する。
【００２２】
開口部３に設けられるペット用のくぐり戸１１は、開口部３に取り付けられる枠１２と、
枠１２に支持されて開口部３を実質的に閉塞する閉塞部材１３と、引戸１の木口１ａに露
出する枠１２の木口を隠蔽する隠蔽部材１４（１４ａ，１４ｂ）とから構成される。くぐ
り戸１１は、これらの構成部材からあらかじめ組み立てたものを開口部３に取り付けても
良いし、開口部３に枠１２を取り付けた後に該枠１２に対して閉塞部材１３および隠蔽部
材１４を取り付けるようにしても良い。
【００２３】
枠１２としては、たとえば金属製の四角柱材を開口部３の形状および寸法に合わせてコ字
形状に形成したものが用いられ、一例として、９ｍｍ角の四角柱材を高さ３３３ｍｍ、幅
２４０ｍｍのコ字形状に形成されたものであって上枠１２ａ，縦枠１２ｂおよび下枠１２
ｃからなる。枠１２は、開口部３に填め込んでその内周に沿わせた状態で、開口部３の奥
行き（引戸１の厚み）の中央に位置するようにビスなど（図示せず）によって固定される
。この実施例では、枠１２が開口部３の内周中央に位置するので、実施例１のような縁材
６を用いることができない。このため、枠１２の両側に断面Ｌ字形の縁材１５，１５（上
縁材１５ａ，縦縁材１５ｂ，下縁材１５ｃ）を接着剤などで固定し、これら縁材１５，１
５間に、芯材５およびその両側面の表面材４，４を嵌合収容して固定するようにしている
。縦枠１２ｂの上端には、閉塞部材１３に設けられる回転体１８（後述）を回転自在に支
持するための突起１９（図示せず）が形成されている。
【００２４】
なお、上述した枠１２の構成は一例にすぎない。他の構成例としては、引戸１の厚みと略
同幅に形成された枠１２を用いて開口部３の内周全面を覆うようにしても良い。その材料
は、アルミニウムやステンレスなどの金属製、木製、樹脂成型品などの任意材料を使用す
ることができる。また、あらかじめ開口部３の形状および寸法に合わせて形成した成型品
を使用することに代えて、棒材を開口部３に合わせて組み付けて枠１２を形成しても良い
。
【００２５】
閉塞部材１３は、閉塞体１６と、カバー部材１７（１７ａ，１７ｂ）と、回転体１８とを
有して構成されている。閉塞部材１３は、開口部３の内部に納まるように開口部３に略合
致する形状および寸法に形成され、一例として、長さ（高さ）３００～５５０ｍｍ、幅２
００～４００ｍｍ、厚み１～１０ｍｍを有する。閉塞体１６はたとえば長さ３１０ｍｍ、
幅２３０ｍｍ、厚み１．５ｍｍの軟質樹脂シートで形成することができるが、これに限定
されるものではなく、合成樹脂板や木質板などで形成されたものであっても良い。透明ま
たは半透明の樹脂シートまたは樹脂板で閉塞体１６を形成すると、この閉塞体１６によっ
て開口部３が閉塞されている状態であっても、ペットが通行しようとしていることを引戸
１の反対側から確認することができる。
【００２６】
閉塞体１６の上下にそれぞれカバー部材１７ａ，１７ｂが取り付けられる。カバー部材１
７ａ，１７ｂの材質は樹脂成型品、木製、金属製など任意であり、閉塞体１６と同様の材
質から形成されても良いし、異なる材質から形成されても良い。また、上下のカバー部材
１７ａ，１７ｂで同様の材質または異なる材質を選択しても良い。この実施例では、上部
カバー部材１７ａとして、開口部３と略同一の長さ（高さ）および幅寸法を有するシート
状ないし薄板状の樹脂成型品を用い、これを閉塞体１６の上端から被せて表裏両側から挟
み込むようにして接着剤で固定している。また、下部カバー部材１７ｂとしては、開口部
３と略同一の長さ（高さ）および幅寸法を有する断面Ｕ字形状の樹脂成型品を用い、閉塞
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体１６の下端部を嵌合するようにして接着剤で固定されている。上部カバー部材１７ａお
よび下部カバー部材１７ｂは、接着剤に代えて、スナップボタンやネジなどで閉塞体１６
に固定しても良い。
【００２７】
上部カバー部材１７ａの上端部にはその全幅に亘って延長する回転体１８が差し込み固定
されている。回転体１８は、アルミやスチールなどの金属、合成樹脂、木材などの任意材
料からパイプ状または丸棒状に形成され、その一端が枠１２の縦枠１２ｂに回転自在に支
持され、他端が上枠１２ａの木口を隠蔽する上部隠蔽部材１４ａに回転自在に支持される
。この実施例では、アルミパイプからなる回転体１８の一端が縦枠１２ｂから引戸木口１
ａ方向に突出する突起１９に挿入されると共に、その他端が上部隠蔽部材１４ａから開口
部３の奥方に向けて突出する突起２０に挿入されることによって、回転体１８が回転自在
に支持され、したがって閉塞体１６が回転自在とされている。回転体１８を回転自在に支
持する構成はこれに限定されるものではなく、たとえば回転体１８を丸棒状に形成し、縦
枠１２ｂおよび上部隠蔽部材１４ａにそれぞれ該丸棒の両端を嵌入させて回転自在とする
構成を採用しても良い。
【００２８】
隠蔽部材１４ａ，１４ｂは金属製のプレートからなり、枠１２の上下の開口端側木口にネ
ジ２２ａ，２２ｂで固定される。隠蔽部材１４ａ，１４ｂは好ましくは引戸１の厚さと略
同一の幅を有するものとして形成され、枠１２の開放端側の木口と共にその表裏両側に固
定される上下縁材１５ａ，１５ｃの開放端側の木口を隠蔽する。また、前述のように、上
部隠蔽部材１４ａから開口部３の奥方に向けて突出する突起２０が設けられ、回転体１８
の開口端側の端部を回転自在に収容している。
【００２９】
下部カバー部材１７ｂには、下枠１２ｃに設けられる磁石２１に磁着可能な磁着部材２２
が磁石２１と対向する位置に設けられている。磁石２１および磁着部材２２の位置や数は
限定的ではないが、この実施例では、開口部３の奥端近くと開口端近くの２箇所において
下枠１２ｃに磁石２１，２１が設けられ、閉塞体１６が開口部３を実質的に閉塞している
状態でこれら磁石２１，２１の略直上位置となるように下部カバー部材１７ｂに磁着部材
２２，２２が設けられている。磁石２１と磁着部材２２の配置に関しては、下部カバー部
材１７ｂに磁石を設けると共に下枠１２ｃに磁着部材を設けても良い。また、下部カバー
部材１７ｂと下枠１２ｃに互いに磁着可能な磁石を設けてもよい。
【００３０】
さらに、磁着部材２２が磁石に磁着された状態すなわち閉塞体１６が開口部３を実質的に
閉塞している状態を保持するためのロック機構２３が設けられることが好ましい。この実
施例においては、閉塞体１６の下端に回転自在に設けられる鉤状のロック片２４と、この
ロック片２４を回転操作する操作部材２５と、枠１２の下部においてロック片２４を係止
可能に形成される係止部２６とを有するロック機構２３が採用されている。ロック片２４
が係止部２６に係止されていない状態（図５（ａ））では閉塞体１６が回転体１８を軸と
して回転可能であるが、操作部材２５を介してロック片２４を反時計方向（図５において
）に回転させると、ロック片２４が係止部２６に入り込んで係止されるので、閉塞体１６
の回転が規制され、開口部３を実質的に閉塞している状態を保持する。
【００３１】
このロック機構２３によれば、鉤状のロック片２４が係止部２６に係止されたロック状態
において、閉塞体１６に対して引張力を与えるようにすることができるので、閉塞体１６
が軟質な樹脂シートで形成されている場合であっても上下方向の撓みや弛みを防止するこ
とができ、撓みによって生じた隙間からペットが抜け出ることもない。なお、この実施例
ではロック機構２３がくぐり戸１１の幅方向中央に一箇所設けられているが、複数箇所に
設けても良い。複数のロック機構２３を設ける場合は、一つのロック機構２３に設けた操
作部材２５の操作によって、たとえばギアなどの連動機構を介して各ロック機構２３のロ
ック片２４が同期的に動作するような構成を採用することが好ましい。
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【００３２】
上述のように構成されたくぐり戸１１（閉塞体１６）は、通常は磁着部材２２が磁石２１
に磁着されることによって開口部３を実質的に閉塞し、引戸１の開閉によってもばたつか
ない状態に保持されるが、ペットが開口部３をくぐり抜けようとするときには回転体１８
を回転軸として回転するのでペットの通行を妨げない。
【００３３】
閉塞体１６が汚れたり壊れたりしたときは、上部カバー部材１７ａを固定しているネジや
スナップボタンなどを外し、さらに必要に応じて下方カバー部材１７ｂも外すことによっ
て、簡単に交換することができる。また、上部カバー部材１７ａが接着剤で固定されてい
る場合などにあっては、上部隠蔽部材１４ａを取り外し、さらに回転体１８を引き抜くこ
とによって、閉塞部材１３全体を取り外して交換することができる。
【実施例３】
【００３４】
図６に示す実施例３による引戸３０は、実施例２の引戸１０の変形例であり、引戸を全開
したときに、小壁２７に形成した透光部２８に略整列する透光部２９を形成した構成であ
り、その他の部分・部材・要素は実施例２の引戸１０と実質的に同じであるので、それら
については図６に同一の符号を付して説明を省略する。以下、この実施例の引戸３０にお
いて実施例１の引戸１とは異なっている構成および作用について詳述する。
【００３５】
引戸３０に形成される透光部２９は、くぐり戸１１が設けられる開口部３の引戸木口１ｂ
側に残された部分に、任意の形状および大きさで任意数形成される。透光部２９の大きさ
は、たとえば高さ３００～５５０ｍｍ、幅４０～４００ｍｍの範囲内において適宜に設定
され、この実施例では２つの円形（直径１５０ｍｍ）の透光部２９，２９が適当間隔で形
成されている。透光部２９の幅方向の形成位置については、開口部３の奥方に配置される
縦芯材に重ならないよう、開口部３の側方にたとえば１５～３０ｍｍ以上離れた位置に形
成され、また、引戸木口１ｂ側の縦芯材などに重ならないように引戸木口１ｂからたとえ
ば２０～３０ｍｍ以上離れた位置に形成されることが好ましい。また、透光部２９の高さ
方向の形成位置については、開口部３の高さ範囲内であることが好ましい。なお、透光部
２８，２９は特開２００９－１７４１８０号公報に記載される方法で設けることができる
。
【００３６】
小壁２７に形成される透光部２８は、引戸３０を全開したときにその透光部２９と略整列
する位置に形成される。この実施例では、引戸３０の透光部２９と同じ形状および大きさ
の２つの透光部２８が同じ間隔で形成され、引戸３０を全開したときに透光部２９と透光
部２８とが重なり合った状態で略整列するものとされている。しかしながら、このような
位置関係で形成されることは必須ではなく、上記したような高さ位置であれば透光部２８
，２９の形成位置は任意である。また、透光部２８，２９は異なる形状や大きさで形成さ
れたものであっても良い。
【００３７】
この実施例の引戸３０によれば、小壁２７に形成される透光部２８および／または引戸３
０に形成される透光部２９によって、小壁２７／引戸３０の向こう側に人やペットが存在
することを確認することができ、あるいは透光部２８，２９から漏れる明かりや影によっ
てその気配を感じ取ることができる。
【００３８】
なお、この実施例における透光部２８，２９は小壁２７／引戸３０を厚み方向に貫通する
穴として形成されているが、透光によって向こう側の存在や気配を看取できるものであれ
ばその態様は限定されない。たとえば、該貫通穴にガラスや透明アクリル板などの透光板
を嵌め込んでその表裏からモールで挟持固定する形態を採用しても良い。
【符号の説明】
【００３９】
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１ 引戸
１ａ 閉じ側木口
１ｂ 開き側木口
１ｃ 開口部下方の残存部
２ 引手
３ 開口部
４ 表面材
５ 芯材
６ 縁材
７ 凹部
８ 壁
９ 開口枠
１０ 引戸
１１ ペット用のくぐり戸
１２ 枠
１２ａ 上枠
１２ｂ 縦枠
１２ｃ 下枠
１３ 閉塞部材
１４ 隠蔽部材
１４ａ 上部隠蔽部材
１４ｂ 下部隠蔽部材
１５縁材
１５ａ 上縁材
１５ｂ 縦縁材
１５ｃ 下縁材
１６ 閉塞体
１７ カバー部材
１７ａ 上部カバー部材
１７ｂ 下部カバー部材
１８ 回転体
１９ 突起（第２の支持部）
２０ 突起（第１の支持部）
２１ 磁石
２２ 磁着部材
２３ ロック機構
２４ ロック片
２５ 操作部材
２６ 係止部
２７ 小壁
２８ 透光部
２９ 透光部
３０ 引戸
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